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1. はじめに                                                 

 

1.1 アキバーコードプロ                                          
 

アキバーコードプロはグラフィックデザイナー高品質バーコードを EPS 形式で提供するソフトウェアアプリケー

ションです。Mac OS 又は Windows で使用できる同じ機能を持ち合わせた２種類のソフトです。 

 

 精度： EPS ファイルにおいてはバーコード印刷に最適な正確な寸法値をそのまま出力装置に独立

して設定することができます。ユーザー様の必要に応じて EPS ファイルは簡単に他のフォーマットに変

換できます。データのセキュリティと整合性の面では、強力なデータのフィルタにより無効なデータを排

除します。 

 

 使いやすいインターフェイス： アキバーコードプロはシンボル及びアプリケーションの構成のために多層

ツリー構造を採用しています。直観的なインターフェイスの設計、サンプルデータとリアルタイムメッセー

ジの表示によりデータ入力やパラメータ設定が容易にできます。 

 

 洗練された機能： 例えば、２つの分離された色、前景用と背景用をサポートします。色はスポット

又はプロセス、そしてオーバープリント又はノックアウトオプションを持つことによりインポートするプログラ

ム（例えばイラストレータ）によって、インポートされたアキバーコードプロファイルが持つ色と、他にインポ

ートするプログラムが持つデザインページの色とをうまく調整処理することを可能にします。 

 

 対応シンボル： アキバーコードプロは一般的に使用されている数百以上のバーコードシンボルとアプ

リケーションをサポートします。シンボルは１次元、２次元 及び１次元と２次元のパーツを含むシンボ

ル（例えば GS1DataBar）から成り立っています。アプリケーションはほとんどの工業規格をカバーして

います。シンボルとアプリケーションの下には約 600 の選ばれたバリエーションがあります。ほとんどすべ

てのユーザー様が必要とするバーコードの種類が用意されています。 

 

 タイムリーなアップデート： アキバーコードプロは新しいアプリケーション・規格及び技術への適合を常

に心がけています。それは２０年以上にわたるバーコード業界における開発者の研究と開発作業の

成果に基づくものです。アップグレードなどは定期的に公表します。 

 

アキバーコードプロで作成されたグラフィックは設計作業又はラベルテンプレートとの統合を目的としていま

す、例えばイラストレータファイルのグラフィックでデザインのページのように。 

 

 

1.2 シンボル体系、アプリケーションとバリエーション  

 
シンボル体系はシンボルのシステムです。バーコードシンボル体系は３つの構成分を持つシステムとして定

義することができます。キャラクタセット、グラフィックパターン又はバーコードセット及び一連のキャラクタのパ

ターンへの対応付け。 

 

Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved Two of Five (ITF), Pharmacode, 
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GS1 DataBar, Aztec, Data Matrix, PDF147, QR Code はシンボル体系です。ほとんどのシンボル体系

は通常一定のアプリケーソンの分野で使用されています。ほかのものは特定の目的のみに定義されていま

す。 

 

シンボル体系にはサブシンボル体系があります。GS1-128 は、リーディングキャラクタとしてファンクション 1 を

持ったコード 128 から派生しています。またその他、バーコードを作成する際の主要なキャラクタと他のいく

つかの固有のルールを持っています。GS1-128 は、あらゆる業界で受け入れられ多くのアプリケーションに

適用されており、ひとつの独立したシンボル体系もしくは、コード 128 のサブシンボル体系として考えられて

います。コード 128 のリーディングキャラクタがコード C の場合には、コード 128 が使用できる全キャラクタの

中から数字のみが使用できることになります。この場合には、コード 128 のサブシンボル体系であるといえま

す。 

 

また、GS1DataBarの場合も、基本的に標準型、限定型、二層型、拡張型、拡張多層型等のそれぞれ異

なった構成や符号化アルゴリズムを有したサブシンボル体系ており、このようにサブシンボル体系とは、独立した

シンボル体系に、用途対応としてチェックデジットや特定コード等の定義を付加させ派生させたシンボルといえ

ます。 

 

アプリケーションは、シンボル、フォーマット、制約ルール、チェックキャラクタと外観が変わるバリエーションを

持っているかもしれません。 

 

各バーコードシンボル又はそのバリエーションには長所と短所が存在します。バーコードの本来の機能によ

り、そして何をするかによって、正しいシンボル又はバリエーションをジョブのために選択するのがもっとも重要

です。符号化したいキャラクタ、印刷の品質そしてバーコードのために利用できるスペース数などは、どのバ

ーコードを又はどのバリエーションを使用するかの決定に役立つ要素です。一定の要件が別の選択肢より

適切な場合があります。いくつかのケースでは、ひとつバーコードシンボルのみ又はそのバリエーションでも使

用可能です。しかし他のケースでは、工業基準によって使用すべきバーコードシンボル又はバリエーション

を指定します。またエンドユーザー自身が自分のデバイスによって最適なシンボル又はバリエーションを決

定しなければならない場合もあります。 

 

アキバーコードプロは、ユーザーが探し易いよう 2 つの異なるカテゴリーからなります。それは、シンボル又は

バリエーションを容易に探し出せるように、シンボルとアプリケーションを非排他的グループとして、二階層に

分けて構成されています。 

 

 

1.3 アキバーコードプロソフトウェアを初めて使用する                                        
 

購 入 前 は デ モ バ ー ジ ョ ン 状 態 で す 。 デ モ と し て も 、 作 成 さ れ た バ ー コ ー ド に 赤 い 水 平 バ ー

と”AccuBarcode”がスクリーン及び保存された EPS ファイル上に表示される以外、プログラムは完全に機

能します。 



3 

 

図 1.1 アキバーコードプロデモのメインウィンドウ 

 

ソフトウェアを最初に使用する際には、アクティベーション番号（ライセンス認証番号）が必要となります。番

号を入手後、ユーザー名、会社名とアクティベーション番号をもってソフトウェアを起動します。詳細につい

てはヘルプメニューのアクティベーションダイアログを参照してください。 

 

図 1.2 アクティベーションダイアログ。最後のボックスにアクティベーション番号を記入します。 
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2. バーコードの作成                                                
 

 

図 2.1 最初に起動した時のアキバーコードプロのメインウィンドウ 

 

アキバーコードプロをスタートさせると、メインウィンドウが現れます。アキバーコードプロを使ってバーコードグ

ラフィック作成の手順は下記の通りです： 

 

1. バーコードシンボルの選択又はアプリケーションのバリエーション 

2. データの入力（バーコードのプレビューがウィンドウに現れます） 

3. 寸法、テキスト、及び/又はカラーの設定の変更 

4. バーコードイメージをグラフィックファイルとして EPS フォーマットに保存 

 

アキバーコードプロはサポートする各バーコードバリエーションのために工場デフォルト設定を持ち合わせて

います。更にもしあれば、チェックキャラクタを計算し、符号化しないキャラクタ（人間の目に取って区切りと

なるような例えば、ダッシュやスペース）を無視及びバー/スペースパターン周りにクワイエットゾーンを作るた

めにテキストにそれを添付することができます。この機能の多くは自動的に適用され、それ以外のものは機

能の特性によってユーザーが操作することを可能にします。 

 

2.1 バリエーションツリー (Variation Tree) 

 

バリエーションツリーはメインウィンドウの左側に配置されています。これにはアキバーコードがサポートするバ

ーコードシンボルとアプリケーションを階層型に編成されており、バーコード作成工程をスタートさせるために

ユーザーが特定のバリエーションを選択することができます。 
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2.2 データの入力 (Data Entry) 

 

アキバーコードプロは選択されたバリエーションが必要とする場合のためにユーザーがエンコードしようとする

データを入力できる 1 つ又はそれ以上の編集可能なテキストボックスを提供します。 

 

Code 128 ファンクションキャラクタ、キャリエッジリターン（行頭復帰）とタブなどの非印字文字を入力できる

Extended Character Input という名のテーブルが用意されています。 

 

データの入力をしやすくするためにアキバーコードプロには強力なフィルタが装備されています。各バーコード

バリエーションに関連したメッセージはいつもウィンドウの下に表示されています。疑問符がついたボタンはデ

ータ入力エリアの隣に位置しており、そのボタンをクリックすれば、更なる情報が表示されます。無効なイン

プットは拒否され、ほとんどの場合データを正しいフォーマットで再入力できるよう、ユーザーをガイドするた

めのヒントが現れます。 

 

アキバーコードプロは自動的にチェックキャラクタを計算し、もしあれば、符号化する前に入力データに添付

します。例えば、GTIN-14 バリエーションの入力データは（ITF, GS-128 と GS1 DataBar などのいくつかの

シンボルにサポートされている）13桁の数字列です。入力データ 0123456789012が入力された場合、13

桁インプットに基づくチェックデジット 8 がソフトによって自動的に生成されます。従って、符号化されるデー

タは 01234567890128、14 桁数字列になります。 

 

2.3 シンボルダイアログ (Symbol Dialog)   

 

シンボルの寸法はシンボルダイアログで変更できます。選ばれたバリエーションに該当する場合、下記の変

更が可能です： Unit Width（最小バーの幅）、Bar Width Reduction（バー幅縮小）（インクの滲み又は

吸収の補正）、シンボル幅、バーの高さ、フレーム幅、W/N Ratio（バイナリシンボル用の広いエレメントか

ら狭いエレメントへの比率）、水平及び直立の拡大。デフォルト値は関連する工業用規格及び詳細によ

って主に割り当てられます。特定のものによっては、プログラムは標準値又は設定しようとする値とは少し

違った値を示唆します。このような推奨値は現在のプリンタの DPI に基づいて計算されますが、もし推奨

値を使うのであれば、そのような解像度で出力デバイス上での丸め問題を回避できます。 

 

2.4 テキストダイアログ (Text Dialog)   

 

ほとんどの場合、バーコードシンボルに関連するテストは1つです（ときには２つに分かれる）。これは基本的

に符号化されたデータを読むためで、ほとんどの場合、インプット又はインプトとチェックキャラクタと同様で

す。 

 

バーコードシンボルの周りにほかの 2 つのテキストを持つ事ができます。それらは Additional Text1 と 

Additional Text2 と呼ばれています。これらのテキストはシンボルの作成には関係ありません。 

 

フォント、サイズ、スタイル及びローケションを含むすべてのテキストの形式を単独で変更可能です。 
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2.5 色のダイアログ (Color Dialog)   

 

アキバーコードプロではバーコードシンボルのバー及び/又はドット、テキスト、そしてほかの可能なマークを１

つの色にすることができ、そしてバーコードシンボルにあるスペースを含む背景を別の色にすることができます。

背景を透明（色なし）に設定することもできます。スキャナーの視覚の下での２つの色のコントラストはバー

コードの読みやすさに影響する主要因です。 

 

保存されたEPSファイル内でのアキバーコードプロはRGBとCMYKカラーシステムをサポートします。CMYK

カラーはプロセスあるいはスポットに設定でき、重ね印り又はノックアウトができます。 

 

2.6 EPS ファイルの保存 (Saving an EPS File)   

 

すべての設定が完了しましたら、作成されたシンボルを EPS フォーマットに保存し、Adobe Illustrator のよ

うなページレイアウトツールへインポートします。必要があれば、EPS ファイルは簡単にほかのフォーマットに

変換することができます。 

 

3. バッチの保存 (Batch Saving)                                   
 

アキバーコードプロは 2 つの方法でバッチ保存をサポートします：データファイルからインプットストリングを読

む及び指定された範囲で実行する。 

 

3.1 データファイルからバッチを保存する (Batch Saving from a Data File) 

 

Carriage Return（行頭復帰）をデリミタとして、所定のバリエーションのためのインプットストリングのバッチが

含まれるテキストファイルを作成できます。そのようなファイルを開いた場合、インプット方式をファイルインプ

ットからキーボードインプトに変更するまでは、バッチ保存はインプットストリングにチャージされます。チャー

ジ中は保存とするたびにバッチ保存が誘発されます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

図 3.1 データファイルを開いたあとにバッチ保存が 

バッチ保存がチャージされる 
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3.2 シリアル化によるバッチ保存 (Batch Saving by Serialization) 

 

もしインプットが数字的データを含んでいれば、アキバーコードプロを使ってシリアル化保存を行えます。こ

れを実行するには、ファイルメニューのシリアル化ダイアログより必要に応じて、Before, After, Start, Step

及び／又は Stop と配列しなおしてください。OK ボタンを押すと一連のファイルが保存されます。これらのフ

ァイルのインプットデータは、Before + Start +Stop によって構築され、Start が Stop まで Step によりその

たびに増加し続けます。 

 

 

図 3.1 IMB バリエーションでのシリアル化ダイアログ 
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A1-1 GS1-128 について 

 

GS1-128 とは、流通・製造・物流・サービス分野における商品関連情報や企業間取引情報をコード番

号で体系化し、その識別コード番号と商品関連情報、及び企業間取引情報を「コード 128」というバーコ

ードシンボルで表現したものである。UCC/EAN-128 という仕様名称は、2006 年 1 月から GS1-128 に

変更されている。つまり、GS1-128 とは、 

 商品関連情報と企業間取引情報の「識別コード番号」 

 表示方法としてのコード 128 という「バーコードシンボル」 

の両社を総称したものである。 

 

具体的には、商品関連データ（製造日、賞味期限、薬効期限、使用期限、製造番号、ロット番号） 

企業間取引データ（注文番号、梱包番号、請求先企業コード、出荷先企業コード等） 

これらのデータの先頭に、２桁から 4 桁の識別のためのアプリケーション識別子（略称 AI:Application 

Identifier）と呼ばれるコード番号を付ける。商品パッケージ、段ボール箱、パレット等にはラベルより表示

するのが一般的である。 

 
A1-2 GS1-128 シンボルの構造 

 

GS1-128 シンボルは実際コ－ド 128 バーコードです。GS1-128 シンボルは下記のコード 128 の構造にな

っています： 

 

コード 128 のスタートキャラクタ (A, B, 又は C) 

コード 128 FNC1 キャラクタ (キャラクタ 102) 

アプリケーション識別子 （AI リストより符号化されるデータに一致するもの） 

符号化されるデータ （フォーマットは AI による） 

コード 128 のチェックデジット 

 

コード 128 規格に準じ、上記に加え、両サイドにクワイエットゾーン（空白）が必要です。 

 

A1-3 アプリケーション識別子リスト 

 

次に続きますのは有効なアプリケーション識別子の一覧表です。 
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